
町・県民税、国民健康保険税の申告相談について   

令和 8 年２月１3 日(金)から３月１3 日(金)まで、甲佐町役場生涯学習センター研修室で、申告相談
を実施します。（３月１6 日(月)の役場での申告相談はありません。）受付時間や相談日、注意事項
などについてよくご確認のうえ、ご来場ください。 

申告会場の混雑緩和対策として、申告相談の人数を午前の受付は４０人程度を目安に制限します。
また、先着２０人程度は割り当ての行政区の方を優先とします。指定した地区以外の方は待ち時間が
大変⾧くなることが見込まれますので、お住まいの地区が指定された日にご来場ください。 

また、申告の内容によっては、税務署が開設する申告会場(熊本東税務署)をご案内する場合があり
ます。あらかじめご了承ください。 

令和 8 年１月１日現在、甲佐町にお住まいの方で、令和 7 年中の収入状況が下記に該当する方は、町・
県民税の申告をしなければなりません。令和 7 年中（１月～１２月）の収入について必ず申告し、適正
な税負担をお願いします。また、申告されないと、各種証明書の発行はできません。 

町・県民税の申告が必要な方 
・営業、農業、不動産などの収入があった方 
・給与所得者でその他の収入があった方 
・日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方 
・令和 7 年の途中に退職し、再就職していない方(年末調整が未済で控除などの追加がある方) 
・公的年金受給者で扶養などの控除の追加がある方や年金以外に給与等で２０万円を超える所得があ

った方 
・遺族年金や障害年金などの非課税年金を受給している方 
・雇用保険のみを受給していた方 
・収入が無かった方 

役場での申告が必要ない方 
・税務署に確定申告書を提出される方 
・給与所得のみで年末調整済の方（中途退職者・給与２カ所以上の方は除きます。) 
・収入が公的年金のみで、所得税の還付やその他の控除の追加がない方 

役場の申告会場で申告相談をお受けできない方 
・営業、農業、不動産収入などの事業収入がある方で、収支内訳書を作成されていない方 
・医療費控除の明細書を作成されていない方 
・青色申告の方 
・株式の譲渡（売却）所得や損失の繰越がある方 
・仮想通貨、暗号資産、ＦＸ、先物取引等の金融資産の取引益のある方 
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける方 
・贈与税・消費税の申告をする方 
・雑損控除を受ける方で、計算書を作成されていない方 
・別世帯の方の申告相談を受ける場合で委任状を持参されていない方 
 ※委任状を準備された場合であっても、親族以外の方での申告相談はお受けできません。 

※上記以外であっても、申告の内容によっては、役場で対応できない場合があります。 

申告相談時に準備するもの  ※該当する場合は、必ず会場にお持ちください。 

◇ 必ず必要なもの 
・申告者本人および扶養控除対象者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カードと運転免許証など 
（公的機関発行の身分証） 
◇ 下記に該当する場合は証明書などをご準備ください 
・税務署から送付されている確定申告書やお知らせハガキ、利用者識別番号通知等 
・源泉徴収票(給与所得者および公的年金受給者)または給与支払証明書 

※退職所得がある方は、退職所得の源泉徴収票も併せてご準備ください。 
・生命保険の満期金や解約金等を受けとられた方は、受取金の詳細が記載された支払明細書等 
・事業所得(営業・農業・不動産)がある方は、収支の計算を記入した収支内訳書等 

※農業・営業・小作料（不動産収入）の申告については、作物等の種類を問わず収支計算による申告 
となりますので、収入金額および必要経費等を証明できる書類(領収書・収支内訳書等)が必要です。 

・生命保険料・地震保険料・個人年金保険料・任意継続医療保険等の控除証明書等 
・障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、障がい者控除対象者認定書等 
・記入済の医療費控除の明細書、医療費通知書等 

※医療費の明細書は、役場または国税庁ホームページで取得できます。 
・寄附金控除に関する証明書や寄附金の領収書 
・通帳等の口座番号がわかるもの（口座振替を希望される方は、通帳印が必要になる場合があります） 

 

 

申告相談を受ける方へのお願い 
◇ 医療費控除を受ける方へ 

医療費控除を受ける場合は、「医療費の明細書」の添付が必要です。医療費の明細書を作成されてい
ない方（領収書のみを持参された方）は、医療費控除の申告相談をお受けすることができませんので、
控除を受ける方は、事前に領収書等から計算し明細書を記入したうえでご持参ください。 

◇ お１人で複数世帯の申告相談を受ける方へ 
例年、申告相談の際にお１人で複数世帯分の申告相談をされる方がおられます。申告相談はお１人

（入場整理券１枚）で１世帯分をお受けすることを想定していますので、複数世帯分の申告をお受けす
ると相談時間が想定より⾧くなり、他の方を⾧時間お待たせすることとなります。 

お１人で複数世帯の申告相談をされる場合は、申告する世帯数分の整理券が必要となりますので、ご
協力をお願いいたします。また、複数世帯分の整理券が必要な方は、１世帯目の整理券を取得後に再度
最後尾に並んでいただき、次の整理券をお求めくださいますようお願いいたします 

なお、別世帯の方の申告相談を受ける場合は、原則委任状が必要です。委任状が無い場合は申告相談
をお受けできませんので、必ずご持参ください。 

※確定申告書、収支内訳書、医療費控除の明細書などの書類は、役場税務課または税務
署に準備しております。必要な方は、事前にお取り寄せください。 
なお、税務課での書類受け渡しは、２月２日（月）以降となります。 

裏面もお読みください。 

必要書類が不足している場合は、再度申告に来ていただくことになります。ご注意ください。 



甲佐町役場 
令和 8 年度申告相談日程 

 申告受付時間  午前:８時 ～ １１時 午後:１３時 ～ １６時 
 申告相談時間  午前:８時４０分 ～ 午後:１３時 ～ 

 

月 日 曜 行政区名 税理士 会場  重要なお知らせ 

２
月 
 

13 金 浅井・上早川 4 区・5 区  

甲
佐
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
␗
(
甲
佐
町
役
場
併
設
)
研
修
室 

 ●午前中の定員数は４０名とな
ります。定員数を超えた場合
は、午後からの受付となりま
す。また、先着の２０名を割当
の行政区の方を優先といたし
ます。 

●税理士による申告相談は、午前
９時開始です。 

●障害年金や遺族年金のみの方、
雇用保険のみを受給されてい
た方は、必ず住民税の申告が必
要です。 

●別世帯の方の申告相談は、委任
状が必要です。 

●お１人で複数世帯分の申告相
談をされる方は、世帯数分の入
場整理券が必要です。 

●申告内容等によって、順番が前
後する場合があります。 

14 土    

15 日    
16 

 
月 中横田・上早川 3 区 ○  

17 火 下横田・上早川 1 区・2 区 ○  

18 水 中早川・早川・北早川 ○  

19 木 辺場・古閑・八丁・吉田 ○  

20 金 山出・芝原 ○  

21 土    

22 日    

23 月    

24 火 糸田・麻生原 ○  

25 水 津志田・田原 ○  

26 木 船津・世持 ○  

27 金 中山・上田口 ○  ●役場で申告できない方 
①収支内訳書や医療費控除の明

細書等を作成されていない方 

②青色申告の方 

③株式の譲渡所得、先物取引の所
得、仮想通貨の取引益など金融
資産に係る所得がある方 

④住宅借入金等特別控除を初め
て受ける方（初年度の方） 

⑤雑損控除を受ける方で、計算書
を作成されていない方 

⑥消費税の申告 

※申告内容によって、役場では対
応できない場合があります。 
 
 
 

28 土    

３
月 

1 日 熊本東税務署で休日申告相談が実施されます。  

2 月 和田内・府領・北原 ○  

3 火 南三箇・下田口 ○  

4 水 
広瀬・谷内・本坂谷・堂ノ原・鹿里・西原 
小鹿・井戸江・安平・上揚 ○  

5 木 大町・横田 ○  

6 金 上豊内・下豊内 ○  

7 土    

8 日  
 

  

9 月 岩下 1 区・緑町   

10 火 西寒野・有安   

11 水 仁田子   

12 木 東寒野・岩下 2 区   

13 金 上記の日に来れない方   
【お問合せ先】甲佐町役場税務課 ℡ 096-234-1112 裏面も十分にご確認のうえ、ご来庁ください。 

 

 税  務  署  か  ら  の  お   知   ら   せ  
 

熊本東税務署会場（所得税・贈与税等の確定申告相談会） 
●会  場:「熊本東税務署１階事務室」（住所:熊本市東区東町３丁目２番５３号) 
●受付時間:午前９時 ～ 午後 3 時（時間枠が指定された「入場整理券」が必要です） 

◇事前申告相談会 
日程:令和 8 年２月５日（木）～ ２月１３日（金） ※土・日曜日、祝日を除く 

◇所得税・消費税・贈与税等の確定申告相談会 
日程:令和８年２月１６日（月）～ ３月１６日（月） 
※土・日曜日、祝日は開催がありません。ただし、３月１日（日）のみ閉庁日に開催されます。 

◇消費税および期限後の所得税の確定申告相談会 
日程:令和８年３月１７日（火）～ ３月３１日（火）※土・日曜日、祝日を除く 

 
◇ その他 
・会場への入場には、時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。 
・入場整理券は、会場で当日配布のほか LINE でも事前発行しています。 

（入場整理券の配付状況等に応じて、後日の来場をご案内する場合があります。）  
・確定申告会場では、スマートフォンをお持ちの方は、原則、ご自身のスマートフォン 

により、ご自身で申告書の作成を行っていただきます。マイナンバーカードとマイナ 
ンバーカードのパスワード２種類（署名用:英数字６～16 桁利用者証明用:数字４桁） 
が必要となります。 

・４月１日以降の申告相談については、あらかじめお電話にて申告日時をご予約ください。 
  
ご自宅のパソコンやスマホで確定申告ができます! 
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力する

だけで所得税、消費税等の確定申告書の作成が可能です。ご自宅等のパソコンやスマホで、いつでも
簡単に確定申告をすることができ、混雑した申告会場で⾧時間お待ちいただく必要がなくなります。 

詳しくは、下記の国税庁ホームページ、または、右記の２次コードで「作成コーナー」をご覧いただ
くか、国税相談専用ダイヤルや最寄りの税務署にお尋ねください。               

                     「確定申告書等作成コーナー」はこちらから 

 
申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されています 
国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続の見直しの一環として、令和 7 年

１月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。 
令和 7 年１月からは、申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正本（提出用）のみを提出（送

付）することとなります。 
また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いいたします。 

※対象となる「申告書等」とは、確定申告書のほか、申請書・請求書・届出書等を含む、国税庁・国税
局・税務署に提出（送付）する全ての文書です。 

【お問い合わせ先】  
国税相談専用ダイヤル（電話 0570-00-5901） 
熊本東税務署（電話 096-369-5566）※自動音声案内 
国税庁ホームページ ⇒ https://www.nta.go.jp 

「国税庁ＬＩＮＥ公式アカウント」 


